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国立大学法人東京農工大学保有個人情報等管理細則の一部改正 

現行 改正 改正理由 

 

本則 

 

本則  

   第7章 情報システム室等の安全管理 第7章 情報システム室等の安全管理  
(入退管理) 

第26条 保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサー

バ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室

等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用

件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立

ち入る場合の職員等の立会い又は監視設備による監視、外部電

磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等

の措置を講ずる。また、保有個人情報等を記録する媒体を保管

するための施設を設けている場合において、必要があると認め

るときは、前項と同様の措置を講ずる。 

(入退管理) 

第26条 保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサー

バ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室

等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用

件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立

ち入る場合の職員等の立会い又は監視設備による監視、外部電

磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等

の措置を講ずる。また、保有個人情報等を記録する媒体を保管

するための施設を設けている場合において、必要があると認め

るときは、同様の措置を講ずる。 

 

2・3 (略) 2・3 (略)  
   

附 則(平成30年4月16日細則第14号) 

この細則は、平成 30年4月16日から施行する。 


